
社団法人って何？ 

社団法人とは 

社団法人と言うと、○○協会とか、○○

協議会等公益性の強いイメージがあります

が、それはかつて社団法人は、民法 34 条や

特別法に基づき設立される公益目的の団体

の名称だったからです。 

しかし 2006 年の公益法人制度改革によ

り、一般社団法人と公益社団法人と 2 つに

なり、公益社団法人は、許認可制で今まで

通り公益性が必要ですが、一般社団法人は

誰でも簡単に設立できるようになりました。 

一般社団法人とは 

人が集まった団体と言った程度の意味で

す。人が集まって団体を設立することは、

全く自由です。しかしその団体が団体とし

て活動したり資産（土地や建物）を所有す

るためには、一個の団体として法律的な認

知をしてもらう必要から、法人格を付与さ

れたものが一般社団法人です。 

普通一般社団法人と非営利型一般社団法人 

税務上、一般社団法人は株式会社等と同

様利益に対して通常の法人税が課せられま

す。しかし元来社団法人は営利を目的とし

てもしなくてもよい団体ですから、一般社

団法人で営利を目的としていないことが明

確（非営利型一般社団法人）であれば、税

務上の優遇措置を受けられます。その要件

は概ね以下です。 

① 解散したときは、残余財産を国や一定の

公益的な団体に寄贈すること 

② 特定の個人又は団体に特別の利益を与

えていないこと 

③ 各理事について、理事とその理事の親族

等である理事の合計数が、理事の総数の

3分の 1以下であること 

優遇措置 
非営利事業に対しては課税されません。

社団法人設立にあたって出資した資金や、

その後社団法人に寄付した基金は相続財産

から除かれます。これを利用した相続対策

が多発したため「贈与した者の相続税又は

贈与税の負担が不当に減少する結果となる

と認められる場合には、受け取った側の一

般社団法人を個人とみなして贈与税又は相

続税を課税する」となっておりますのでご

留意ください。 
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これだけいれば

社団法人だ！ 


